
長部局(役場)等に勤務し、
一般事務に従事

区　分　職　種　採用予定数　　職　務　内　容　等

高卒程度 
消防本部又は消防署に勤
務し、消防業務に従事

区　分　職　種　採用予定数　　職　務　内　容　等

高卒程度

◆受験資格
　昭和６２年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた者
◆申込書受付期間等
　７月２５日（月）～８月１２日（金）
　土、日曜日を除く　午前８時３０分～午後５時
　郵送の場合８月１２日（金）の消印有効
◆申込方法
　広域行政事務組合発行の申込用紙に必要事項を記入
　し、申込先に郵送か持参すること
◆申込・問い合わせ先
　〒867-0011
　水俣芦北広域行政事務組合　消防本部総務課
　℡0966-63-1191
◆第１次試験の日時・場所
　９月１８日（日） 午前８時３０分～
　芦北町役場　３階会議室
◆第１次試験の内容
　高卒程度（教養・適性・作文試験）
※詳細は実施要綱等（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）を参照ください。　

◆受験資格
　昭和６０年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた者
◆申込書受付期間等
　７月２５日（月）～８月１２日（金）
　土、日曜日を除く　午前８時３０分～午後５時15分
　郵送の場合８月１２日（金）の消印有効
◆申込方法
　津奈木町発行の申込用紙に必要事項を記入し、申込
　先に郵送か持参すること（電子申請も可）
◆申込・問い合わせ先
　〒869-5692　
　津奈木町役場　総務課
　℡0966-78-3111（内線213）
◆第１次試験の日時・場所
　９月１８日（日） 午前８時３０分～
　芦北町役場　３階会議室
◆第１次試験の内容
　高卒程度（教養・適性・作文試験）
※詳細は実施要綱等（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）を参照ください。

一般事務 ２人程度 消 　防 ３人程度

平成23年度津奈木町職員・広域消防職員募集

HPアドレス　http://www.mafd119.comHPアドレス　http://portal.kumamoto-net.ne.jp/town_tsunagi/

津奈木町職員 水俣芦北広域行政事務組合消防本部職員

国民年金の付加保険料を納付しませんか？年金TOPICS

　老齢基礎年金の年金額は、788,900 円（満額＝ 40年間保険料納付）ですが、老後に受ける老齢基礎
年金をより高くしたいと考えている方は、毎月の保険料（15,020 円）に、付加保険料（400円）を上
乗せして納付することで、上乗せの付加年金を受けることができます。（金額はすべて平成 23年度額）
付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」です。
付加年金の計算式

例）40年間（480月）付加保険料を納付の場合
　    400円×480月＝192，000円納付

1年間に受け取る付加年金額
200円×480月＝96，000円が毎年年金額に加算
※2年間で支払った付加保険料と同額になるため、
　3年目からはお得です。

⇒

問い合わせ先 八代年金事務所 ℡0965-35-6143 、 住民課住民班 ℡78-3113（内115）

出張年金相談（予約制：0965-35-6123）  8/11（木）水俣市もやい館、8/12（金）芦北町役場
（年金事務所の職員が相談をお受けします）
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